
環
境
課
1
66
◆

1
1
2
1

生
し
尿
汲
み
取
り
業
者
の
変
更

㈲
白
星
社
が
担
当
し
て
い
た
該

当
地
域
の
生
し
尿
汲
み
取
り
に
つ

い
て
、
左
記
の
業
者
に
変
更
と
な

り
ま
し
た
。

該
当
地
域　

一
色
町
、
西
浦
町
、

形
原
町（
北
戸
甫
井
・
中
戸
甫

井
・
東
戸
甫
井
・
南
戸
甫
井
・

西
上
野
・
東
上
野
・
東
古
城
・

南
古
城
・
狭
間
・
三
浦
町
・
港

町
・
南
市
場
・
柳
原
・
西
戸
甫
井
）

新
担
当
業
者　
中
部
保
全
㈱

形
原
営
業
所

☎ 

58
◆

1
1
7
1

FAX 

58
◆

1
1
7
2

税
務
収
納
課
1
66
◆

1
1
1
4

土
地
・
家
屋
の
調
査
に

ご
協
力
を

新
築
・
増
築
・
取
り
壊
し
な
ど

を
行
っ
た
家
屋
の
調
査
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
税
務
収
納
課
職
員
が

伺
っ
て
、
建
築
確
認
申
請
書
、
見

積
書
な
ど
の
資
料
を
見
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

次
の
場
合
は
税
務
収
納
課
ま
で

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

○
家
屋
を
新
築
・
増
築
・
取
り
壊

し
た
と
き

○
家
屋
の
利
用
方
法
を
変
更
し
た

と
き（
店
舗
な
ど
を
居
住
用
建

物
へ
変
更
、
居
住
用
建
物
の
全

部
ま
た
は
一
部
を
店
舗
な
ど
へ

変
更
し
た
と
き
）

○
土
地
の
利
用
方
法（
現
況
地

目
）
を
変
更
し
た
と
き（
住
宅

用
地
を
畑
へ
変
更
、
畑
を
駐
車

場
へ
変
更
し
た
と
き
な
ど
）

※
土
地
利
用
が
居
住
用
住
宅
地
・

非
居
住
用
住
宅
地
に
よ
り
税
額

の
算
出
方
法
が
異
な
り
、
居
住

用
住
宅
用
地
と
認
め
ら
れ
る
と

税
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

生
涯
学
習
課
1
66
◆

1
1
6
7

文
化
協
会
表
彰

　

平
成
21
年
度
の
蒲
郡
市
文
化
協

会
総
会
が
開
か
れ
、
次
の
皆
さ
ん

が
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。（
敬
称
略
）

功労賞
小 田 次 弥
〈邦楽〉

功労賞
木 曜 会
〈洋楽〉

◎
保
育
園
と
は

保
育
園
は
、
保
護
者
の
方
が
昼
間
仕
事
や
出
産
な

ど
の
理
由
で
家
庭
で
保
育
が
で
き
な
い
0
〜
5
歳
児

を
、保
護
者
に
か
わ
っ
て
保
育
を
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

現
在
、
市
内
に
は
公
立
・
私
立
合
わ
せ
て
18
の
認

可
保
育
園
が
あ
り
ま
す
が
、
市
内
に
お
住
ま
い
の
方

な
ら
、
地
域
を
問
わ
ず
、
ど
こ
の
保
育
園
に
で
も
、

入
園
を
希
望
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

来
年
度
の
保
育
園
入
園
申
し
込
み
は
、
広
報
9
月

号
で
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す
。

◎
幼
稚
園
と
は

幼
稚
園
は
、
遊
び
を
大
切
に
し
た
幼
児
教
育
を
行

う
教
育
施
設
で
、
保
護
者
の
仕
事
の
状
況
な
ど
に
か

か
わ
ら
ず
、
３
〜
５
歳
児
を
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。

市
内
に
は
、
私
立
幼
稚
園
が
３
園
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
幼
稚
園
で
特
色
あ
る
幼
児
教
育
を
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
市
内
の
幼
稚
園
で
は
通
園
バ
ス
に
よ
る
送

迎
も
行
っ
て
い
ま
す
。

来
年
度
の
入
園
申
し
込
み
や
教
育
方
針
な
ど
、
詳

し
く
は
各
幼
稚
園
へ
直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

保育園と幼稚園の比較

項目 保育園 幼稚園

根　拠
法　律

児童福祉法 学校教育法

目　的 保育に欠ける乳幼
児を保育する

適当な環境を与え
て心身の発達を助
長する

入　園
対　象

0～5歳児の保育に
欠ける乳幼児

3～5歳児の希望す
る幼児

保　育
時　間

通常保育
8：30～16：30
延長保育
7：30～19：00

1日4時間を標準と
する
（延長の預かり保育
を実施）

保育料 保護者の所得によ
って異なる

保護者の所得に関
係なく同額

○木船幼稚園 ☎69◆4418
蒲郡町荒子81-17

○蒲郡あけぼの幼稚園 ☎66◆1511
鹿島町エボシ形13-1

○蒲郡あさひこ幼稚園 ☎66◆5300
三谷町塚前60-1

2009.7

28
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「
来
年
度
、
お
子
さ
ま
の
入
園
を
お
考
え
の
方
へ
」

保
育
園
と
幼
稚
園
の
違
い

問合先

保
育
園
：
児
童
課 

☎
66
◆

1
1
0
7

幼
稚
園
：
各
私
立
幼
稚
園


